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　4月から消費税増税が始まり、私たちの家計へ
の負担が増えていますが、消費税以外にも高齢者
については、社会保険制度の見直しによって、負
担が増える改正が行われています。
　まず、健康保険の自己負担割合では、70歳の
人の負担割合が改正されました。4月以降に70
歳になる人（生年月日が昭和19年4月2日以降
の方）の医療機関で支払う窓口負担が、一般の人
は、今までは「1割負担」でしたが「2割負担」にアッ
プします。窓口負担は、69歳までが「３割負担」で、
4月から70歳になる人は「２割負担」になるので
負担が1割減るわけですが、改正される前は「1割
負担」だったので、比較すれば負担は２倍にアップ
したことになります。
　ただし、すでに平成26年3月31日までに70歳
になっている人（生年月日が昭和14年4月2日か
ら昭和19年4月1日までの人）は、引き続き「1割
負担」のままです。なお、一定以上の所得の人、具
体的には夫婦2人の世帯で年収約520万円以上、
単身世帯で年収約383万円以上の世帯の人は、
70歳以降も69歳と同じ「３割負担」です。
　医療制度については、初診料や再診料の値上
げや消費税の増税もあって診療報酬が改正され
ているので、負担金額が4月から少し増えている
かもしれません。
　また、所得によって異なりますが、75歳以上の
後期高齢者医療制度の保険料の変更や、国民健

康保険料の高所得者の保険料の年間上限額の
引き上げなども行われています。さらに、年金の
支給額は、４月から0.7％引き下げになるので、
昨年10月の1％引き下げから引き続き収入は減
額になります。
　消費税8％の増税は、特に所得が低い方に
とっては負担の影響が大きく、国では平成26年
度分の市町村税が確定する６月以降に、住民税
の均等割がかからない人を対象に、1万円（老齢
基礎年金などの受給者は1万5000円）の臨時
福祉給付金（一時金）が、７月以降に支給される
予定です。対象者には、6月ごろから案内や申請
書類が送られてくることになりますので、申請を忘
れずに行いましょう。
　4月からの制度改正では、負担が増えることば
かりではありません。産前産後の休業期間中の
健康保険や厚生年金保険の保険料が、育児休
業期間中と同様に免除されることになりました。
つまり、平成26年4月30日以降に産前産後休
業が終了する人は、事業主
が書類を提出にすることにな
りますが、平成26年4月以
降の保険料が免除になりま
す。
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■時間相談 ……1時間まで3000円　2時間まで5000円
　教育資金・老後資金・相続・住宅ローン・保険の見直しや商品選択、確定拠出年金など何でも相談できます

■マイホーム資金・住宅ローン相談 ………………… 3万円
　無理のない予算額、頭金や購入時期、最適な住宅ローン・生命保険・火災保険など、マイホーム購入にまつわる
　マネープランについて何でも、マイホーム購入まで時間を気にせず相談できます

■退職資金・マネープラン相談 ……………………… 3万円
　退職後の手続き、年金や保険、退職資金計画など退職後の生活設計について何でも、
　時間を気にせず相談できます

要予約
●平日/10:00～19:00 ●土日/10:00～17:00

暮らしのマネープラン相談センター
㈱ＦＰサポート研究所 http://www.fpsl.co.jp/

今回の
数字２割

健康保険の自己負担割合
70歳になる人は2倍の2割に

年齢
～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳～

一般、低所得者
３割負担（ただし、３歳未満は２割負担）

２割負担（ただし、既に70歳に
なっている人は１割負担のまま） ３割負担

１割負担

一定以上の所得者（現役並みの所得者）
【国民健康保険、会社の健康保険の自己負担割合】


